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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオビットストリームを復号する方法であって、前記方法は、
　媒体、または、プロセッサから、前記ビデオビットストリームを受信する工程と、
　カラーコンポーネントの現在のＣＵ(符号化ユニット)が少なくともひとつのノンゼロ変
換係数を有するかどうかを示す前記カラーコンポーネントの第一ｃｂｆ(符号化ブロック
フラグ)を復号し、前記第一ｃｂｆが前記ビデオビットストリームからリカバーされる工
程と、
　前記第一ｃｂｆの復号結果に従って、それぞれ、前記カラーコンポーネントの前記現在
のＣＵ中の４個のサブブロックのひとつが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有する
かどうかを示す前記カラーコンポーネントの４個の第二ｃｂｆを復号し、前記第二ｃｂｆ
が前記ビデオビットストリームからリカバーされる工程と、
　前記第一ｃｂｆに基づいて、または、前記第二ｃｂｆが存在する場合、前記第一ｃｂｆ
と前記４個の第二ｃｂｆに基づいて、前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵの残差
四分木構造を決定する工程と、
を含み、
　前記カラーコンポーネントの現在のＣＵサイズが前記カラーコンポーネントの最大ＴＵ
(変換ユニット)サイズより大きいかどうかにかかわらず、前記第一ｃｂｆは、常に、現在
のＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵ(変換ユニット)サイズは、ルマコンポーネン
トの３２×３２、および、前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵサイズは、彩度コン
ポーネントの１６×１６であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵサイズは、シーケンスレベルで信号伝達され
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、前記第二ｃｂｆの復号結果にしたがって、前記カラーコンポーネントの第三ｃ
ｂｆを復号し、各第三ｃｂｆは、前記４個のサブブロックの次の深さ中の前記カラーコン
ポーネントの一リーフブロックが、少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかを示
し、および、前記第三ｃｂｆが前記ビデオビットストリームからリカバーされる工程と、
前記第三ｃｂｆが存在する場合、前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵの前記残差
四分木構造は、さらに、前記第三ｃｂｆに基づく工程と、を含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　ビデオビットストリームを復号する方法であって、前記方法は、
　媒体、または、プロセッサから、前記ビデオビットストリームを受信する工程と、
　ＴＵ(変換ユニット)に関連するｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を復号し、前記ｃｂｆが
前記ビデオビットストリームからリカバーされる工程と、
　前記ｃｂｆに基づいて、前記ＴＵのＲＱＴ(残差四分木構造)を決定し、前記ｃｂｆのシ
グナリングが、ルマコンポーネントと彩度コンポーネントとで統一される工程と、
を含み、
　ＣＵ(符号化ユニット)サイズが最大ＴＵサイズより大きいかどうかにかかわらず、前記
ｃｂｆは、常に、ＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記ｃｂｆは、ルートＴＵとリーフＴＵで信号伝達されることを特徴とする請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ｃｂｆは、ＣＡＢＡＣ (context-based adaptive binary arithmetic coding)を用
いて符号化され、前記ＣＡＢＡＣのコンテキストモデルは、前記ＲＱＴの深さに基づくこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　ｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を符号化する方法であって、前記方法は、
　カラーコンポーネントの現在のＣＵ(符号化ユニット)の残差を決定する工程と、
　前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を
含むかどうかを示す前記カラーコンポーネントの第一ｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を決
定する工程と、
　前記現在のＣＵが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有する場合、前記カラーコン
ポーネントの４個の第二ｃｂｆを決定し、それぞれ、前記カラーコンポーネントの前記現
在のＣＵ中の４個のサブブロックのひとつが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有す
るかを示す工程と、
　前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆを、ビデオビットストリームに組み込む、
または、前記第二ｃｂｆが存在する場合、前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆと
前記第二ｃｂｆの両方を、前記ビデオビットストリームに組み込む工程と、
を含み、
　前記カラーコンポーネントの現在のＣＵサイズが前記カラーコンポーネントの最大ＴＵ
(変換ユニット)サイズより大きいかどうかにかかわらず、前記第一ｃｂｆは、常に、現在
のＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵ (変換ユニット)サイズは、ルマコンポーネ
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ントの３２×３２であり、前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵサイズは、彩度コン
ポーネントの１６×１６であることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記カラーコンポーネントの前記最大ＴＵサイズは、シーケンスレベルで組み込まれる
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　さらに、少なくともひとつのサブブロックが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有
する場合、前記カラーコンポーネントの第三ｃｂｆを決定する工程を含み、各第三ｃｂｆ
が、前記４個のサブブロック中、次の深さの前記カラーコンポーネントの一リーフブロッ
クが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかどうかを示す工程、および、前記第
三ｃｂｆが存在する場合、前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆ、前記第二ｃｂｆ
、および、前記第三ｃｂｆを、前記ビデオビットストリームに組み込む工程、
を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　ｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を符号化する方法であって、前記方法は、
　媒体、または、プロセッサからＴＵ(変換ユニット)を受信する工程と、
　前記ＴＵに関連するＲＱＴ(残差四分木)を決定する工程と、
　前記ＴＵの前記ＲＱＴに対応するひとつ以上のｃｂｆを決定する工程と、
を含み、
　前記ｃｂｆのシグナリングはルマコンポーネントと彩度コンポーネントとで統一され、
　ＣＵ(符号化ユニット)サイズが最大ＴＵサイズより大きいかどうかにかかわらず、前記
ｃｂｆは、常に、ＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記ｃｂｆは、ルートＴＵとリーフＴＵで信号伝達されることを特徴とする請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　ビデオビットストリームを復号する装置であって、前記装置は、
　媒体から前記ビデオビットストリームを受信する手段と、
　カラーコンポーネントの現在のＣＵ(符号化ユニット)は少なくともひとつのノンゼロ変
換係数を含むかどうかを示す前記カラーコンポーネントの第一ｃｂｆ(符号化ブロックフ
ラグ)を復号し、前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆが、前記ビデオビットスト
リームからリカバーされる手段と、
　前記カラーコンポーネントの第二ｃｂｆを復号し、各第二ｃｂｆは、前記カラーコンポ
ーネントの前記第一ｃｂｆの復号結果にしたがって、前記カラーコンポーネントの前記現
在のＣＵ中の４個のサブブロックのひとつが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を含む
かどうかを示し、前記カラーコンポーネントの前記第二ｃｂｆが前記ビデオビットストリ
ームからリカバーされる手段と、
　前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆに基づいて、または、前記第二ｃｂｆが存
在する場合、前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆと前記第二ｃｂｆに基づいて、
前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵの残差四分木構造を決定する手段と、
を含み、
　前記カラーコンポーネントの現在のＣＵサイズが前記カラーコンポーネントの最大ＴＵ
(変換ユニット)サイズより大きいかどうかにかかわらず、前記第一ｃｂｆは、常に、現在
のＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする装置。
【請求項１５】
　ｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を符号化する装置であって、前記装置は、
　媒体、または、プロセッサから、カラーコンポーネントの現在のＣＵ(符号化ユニット)
を受信する手段と、
　前記現在のＣＵが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかどうかを示す前記カ
ラーコンポーネントの第一ｃｂｆ(符号化ブロックフラグ)を決定する手段と、
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　前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を
有する場合、それぞれ、前記カラーコンポーネントの前記現在のＣＵ中の４個のサブブロ
ックのひとつが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかどうかを示す前記カラー
コンポーネントの４個の第二ｃｂｆを決定する工程と、
　前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆをビデオビットストリームに組み込む、ま
たは、前記第二ｃｂｆが存在する場合、前記カラーコンポーネントの前記第一ｃｂｆと前
記第二ｃｂｆの両方を、前記ビデオビットストリームに組み込む手段と、
を含み、
　前記カラーコンポーネントの現在のＣＵサイズが前記カラーコンポーネントの最大ＴＵ
(変換ユニット)サイズより大きいかどうかにかかわらず、前記第一ｃｂｆは、常に、現在
のＣＵのルートレベルで信号伝達されることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２０１２年１月１９日に出願された“Methods and Apparatuses of CBF C
oding in HEVC”と題されたPCT/CN2012/070612号から、優先権を主張するものであり、そ
の内容は引用によって本願に援用される。
【０００２】
　本発明はビデオ符号化に関するものであって、特に、高効率ビデオコーディング (ＨＥ
ＶＣ)において、符号化ユニット (ＣＵ)と変換ユニット (ＴＵ)に関連するｃｂｆ (符号
化ブロックフラグ)構文を符号化する方法と装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　ＨＥＶＣ (高効率ビデオコーディング)は、ＩＴＵ-Ｔ研究班により、ビデオ符号化専門
家の映像符号化共同研究部会 (ＪＣＴ-ＶＣ)グループ下で発展している進化型ビデオ符号
化システムである。ＨＥＶＣテストモデルバージョン ５．０ (ＨＭ-５．０)において、
ブロック-ベース変換符号化を用いて、インター符号化とイントラ符号化の残りが符号化
される。ブロック (変換ユニットと称される)は、四分木構造を用いて、ルートブロック 
(ルート変換ユニット)から分割される。リーフブロック、または、最小ブロックが到達す
るまで、四分木分割が繰り返して起用される。その後、二次元変換が各変換ユニットに適
用される。各ＴＵは、４個のサブ-ＴＵ、すなわち、リーフＴＵに分割することができる
。各ＴＵにおいて、ｃｂｆ (符号化ブロックフラグ)という名前の構文エレメントが伝送
されて、ＴＵがノンゼロ変換係数を有するかどうかを示し、“1”は存在する少なくとも
ひとつのノンゼロ係数を示し、“0”はノンゼロ係数がないことを示す。
【０００４】
　ＨＭ-５．０において、ｃｂｆは、ルマ(luma)コンポーネントの残りの四分木のリーフ
ＴＵにだけ信号伝達される。彩度コンポーネントにおいて、ｃｂｆは、ルートＴＵとリー
フＴＵ両方に信号伝達されるが、ｃｂｆは、最大彩度ＴＵサイズ以下であるＴＵでだけ信
号伝達される。図１から図３は、ｃｂｆシグナリングを示す図である。図１において、ブ
ロック１１０はＴＵの残りの四分木分割を示し、ルートＴＵは、四分木分割を用いて、サ
ブ-ＴＵ(TU 0 から TU 6)に分割される。ブロック１２０は対応するｃｂｆビットを示し
、ＴＵ１、３、５、および、６はノンゼロ係数を有し、ＴＵ０、２、および４はノンゼロ
係数を有さない。ＴＵがルマＴＵである場合、ｃｂｆビットはリーフＴＵだけに伝送され
る。ルマＴＵのｃｂｆシグナリング (すなわち、ｃｂｆ符号化)の例が図２Ａに示され、
４組の二値 “0”、“1” “0101” と “1” は、ルートＴＵ２１０の４個のリーフのｃ
ｂｆビットに対応する。ｃｂｆビットは、ラスター走査順序、すなわち、左上のＴＵ、右
上ＴＵ、左下ＴＵと右下のＴＵの順序で、信号伝達される。左下のリーフＴＵにおいて、
ＴＵは、さらに、４個のリーフＴＵに分割される。このリーフＴＵのｃｂｆビットは、ラ
スター走査順序で、“0101”である。したがって、４組のｃｂｆビット２２０が図２Ａに
示される。　彩度ＴＵのｃｂｆシグナリングの例が図２Ｂに示され、ｃｂｆビットが、ル



(5) JP 6223998 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

ートＴＵとリーフＴＵ両方に伝送される。ルートＴＵ２３０は４個のリーフＴＵに分割さ
れ、左下のリーフＴＵが、さらに、４個のリーフＴＵに分割される。　よって、３レベル
のＴＵに対応する３レベルのｃｂｆビットがある。ルートＴＵ (すなわち、深さ = ０)に
おいて、ｃｂｆビット “1” (参照番号２４０で示される) が信号で伝えられる。ルート
ＴＵの４個のリーフＴＵにおいて、ｃｂｆビットは、ラスター走査順序で、 “0”、“1
”、“1”と“1” (参照番号２５０で示される)である。左下のリーフＴＵにおいて、Ｔ
Ｕは、ラスター走査順序で、さらに、対応するｃｂｆビット “0”、“1” “0” と “1
” (参照番号２６０で示される)を有する４個のリーフＴＵに分割される。図２Ａと図２
Ｂに示されるように、ルマＴＵと彩度ＴＵは同じＲＱＴ (残りの四分木)構造を有し、ｃ
ｂｆシグナリングは異なる。図２Ｂの例は、最大彩度ＴＵサイズ以下であるルートブロッ
クのためである。たとえば、最大彩度ＴＵサイズは１６×１６、最小彩度ＴＵサイズは４
×４、ルートＴＵ２３０のサイズは１６×１６、および、各左下のリーフＴＵのサイズは
４×４である。彩度リーフＣＵサイズが、最大彩度ＴＵサイズ、たとえば、３２×３２よ
り大きい時、３２×３２レベルで伝達されるｃｂｆがない。
【０００５】
　ｃｂｆビットの数量を減少させるために、推論方法がルマと彩度ＴＵに用いられ、別の
ＴＵのｃｂｆフラグを用いることにより、ルートＴＵの第四リーフＴＵのｃｂｆフラグが
推定される。よって、第四リーフＴＵのｃｂｆは伝送される必要がない。
【０００６】
　ルマＴＵにおいて、第四リーフＴＵのｃｂｆは、前の３個のリーフＴＵの符号化ブロッ
クフラグ (ｃｂｆ)と関連するルートＴＵの前記ｃｂｆから推定される。図３中のブロッ
ク３１０は、第四リーフＴＵのｃｂｆが推定される時を説明する。太線枠３１２により示
される左下ＴＵは、４個のリーフＴＵに分割され、第四リーフＴＵのｃｂｆは1である。
ＴＵ３１２が４個のリーフＴＵに分割されるので、４個のリーフＴＵ間に、少なくともひ
とつのノンゼロ係数がある。３個の前のリーフＴＵのｃｂｆがすべてゼロである(ラスタ
ー走査順序で)時、最後のリーフＴＵ (すなわち、第四リーフＴＵ)のｃｂｆは 1でなけれ
ばならない。よって、この場合、第四リーフＴＵのｃｂｆが推定される。便宜上、リーフ
ＴＵのｃｂｆは、リーフｃｂｆとも称される。
【０００７】
　彩度ＴＵにおいて、ｃｂｆが残りの四分木の全レベルに伝送されるので、この状況は異
なる。各ルートＴＵに関連する４個のリーフＴＵにおいて、ルートＴＵのｃｂｆが伝送さ
れる。ＴＵのｃｂｆが1である場合(図３中のブロック３１２)、４個のリーフＴＵ間に、
少なくともひとつのノンゼロリーフＴＵがなければならない。よって、リーフＴＵのｃｂ
ｆがすべてゼロである場合、最後のＴＵ (円で示される)のｃｂｆは 1でなければならな
い。この場合は、最後のｃｂｆが推定され、信号伝達が必要でない。さらに、推論メカニ
ズムは、彩度コンポーネントのイントラ、および、インター符号化ＴＵ両方に適用される
。
【０００８】
　ＨＥＶＣにおいて、インター符号化の符号化ユニット (ＣＵ)のルート残余フラグもあ
る。残余フラグが誤りである時、全ｃｂｆをＹ、Ｕ、および、Ｖコンポーネントに信号伝
達する必要がない。残余フラグが本物で、現在のＣＵのＴＵ深さが0である時、彩度ｃｂ
ｆがすべてゼロである場合、ルマｃｂｆが1になると推定される。よって、Ｕ(ブロック３
２０)とＶ(ブロック３３０)のｃｂｆがすべてゼロである場合、図３に示されるように、
深さ0のルマＴＵのｃｂｆは 1 であると推定される。
【０００９】
　ＨＭ５．０において、最大ＴＵサイズは、彩度コンポーネントの１６×１６、ルマコン
ポーネントの３２×３２である。しかし、最大ＣＵサイズは、彩度コンポーネントの３２
×３２である。よって、最大ＣＵサイズとＴＵサイズは同じではない。さらに、ＨＭ-５
．０において、彩度ｃｂｆは、最大ＴＵサイズ以下であるサイズのＴＵに信号を送る。た
とえば、ＣＵサイズが６４×６４、すなわち、彩度ＣＵサイズが３２×３２であるとき、
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最大ＴＵサイズは１６×１６に対応する。よって、４個のルートｃｂｆが、この３２×３
２ ＣＵの４個の１６×１６ 彩度ＴＵに伝送される。図４に示されるように、この場合は
、４個のｃｂｆすべてが0であっても、ｃｂｆが伝送され、彩度 ＣＵ４１０のサイズは３
２×３２である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のように、ルマＴＵと彩度ＴＵにとって、ｃｂｆシグナリング方法は困難である。
統一されたｃｂｆシグナリング方法を用いて、プロセスを簡潔にすることが望まれる。こ
のほか、現存のｃｂｆシグナリング方法はいくつかの余剰性があり、さらに、現存のｃｂ
ｆシグナリング方法の効率を改善することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ビデオビットストリームの符号化、および、復号の方法と装置が開示される。一具体例
において、本発明は、カラーコンポーネントの現在のＣＵ (符号化ユニット)がノンゼロ
変換係数を有するかを示すカラーコンポーネントの第一ｃｂｆ (符号化ブロックフラグ)
を復号する工程を含み、第一ｃｂｆがビデオビットストリームからリカバーされる。第一
ｃｂｆの復号結果にしたがって、本発明は、さらに、カラーコンポーネントの４個の第二
ｃｂｆを復号する工程を含み、それぞれ、カラーコンポーネントの現在のＣＵ中の４個の
サブブロックのひとつがノンゼロ変換係数を有するかを示し、カラーコンポーネントの第
二ｃｂｆがビデオビットストリームからリカバーされる。第二ｃｂｆが存在する場合、カ
ラーコンポーネントの現在のＣＵの残りの四分木構造は、カラーコンポーネントの第一ｃ
ｂｆ、または、カラーコンポーネントの第一ｃｂｆと第二ｃｂｆに基づいて決定される。
上述の方法において、カラーコンポーネントの現在のＣＵは、カラーコンポーネントの最
大ＴＵサイズより大きいサイズを有する。最大ＴＵサイズは、ルマコンポーネントの３２
×３２、最大ＴＵサイズは、彩度コンポーネントの１６×１６である。カラーコンポーネ
ントの最大ＴＵサイズは、配列レベルで信号伝達される。
【００１２】
　別の具体例において、本発明は、ＴＵに関連するｃｂｆ (符号化ブロックフラグ)を復
号し、ｃｂｆに基づいて、ＴＵのＲＱＴ (残りの四分木) を決定する工程を含み、ｃｂｆ
のシグナリングはルマコンポーネントと彩度コンポーネントに共通し、前記ｃｂｆがビデ
オビットストリームからリカバーされる。ｃｂｆは、ルートＴＵとリーフＴＵで信号伝達
される、または、ｃｂｆは、リーフＴＵだけで信号伝達される。ＣＵのブロックサイズが
最大ＴＵサイズより大きいかどうかにかかわらず、ｃｂｆは、ＣＵのルートレベルでも信
号伝達される。ｃｂｆは、ＣＡＢＡＣ (context-based adaptive binary arithmetic cod
ing)を用いて符号化され、ＣＡＢＡＣの文脈モデルはＲＱＴの深さに基づく。一部の例で
は、ｃｂｆは、また、推理を用いることにより決定される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】リーフＴＵの残りの四分木構造と符号化ブロックフラグの例である。
【図２Ａ】ＨＭ-５．０にしたがったルマＴＵの符号化ブロックフラグシグナリング方法
の例である。
【図２Ｂ】ＨＭ-５．０にしたがった彩度ＴＵの符号化ブロックフラグシグナリング方法
の例である。
【図３】ルマＴＵと彩度ＴＵの推論に基づいた符号化ブロックフラグシグナリングの例で
ある。
【図４】４個の１６×１６ 彩度ルートＴＵ前記ｃｂｆの符号化ブロックフラグシグナリ
ングの例である。
【図５】本発明の具体例によるインターＣＵの符号化ブロックフラグ推論メカニズムの例
である。
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【図６Ａ】本発明の具体例による彩度コンポーネントのｃｂｆがＣＵレベルで信号伝達さ
れる例である。
【図６Ｂ】本発明の具体例による彩度コンポーネントのｃｂｆがＣＵレベルで信号伝達さ
れる例である。
【図７】本発明の具体例を具体化するエンコーダーのフローチャートである。
【図８】本発明の具体例を具体化するデコーダのフローチャートである。
【図９】本発明の別の具体例を具体化するエンコーダーのフローチャートである。
【図１０】本発明の別の具体例を具体化するデコーダのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一具体例において、ルマと彩度ｃｂｆシグナリング方法は、彩度ｃｂｆ符号化
方法をルマｃｂｆに拡張することにより統一される。よって、ルマと彩度ｃｂｆ両方が、
残りの四分木の各レベルに信号伝達される。言い換えると、ｃｂｆシグナリングが、ルー
トＴＵとリーフＴＵ両方に実行される。この場合、ルマと彩度コンポーネントの推論方法
が統合される。したがって、ルマＴＵは、彩度ＴＵと同じ推論方法を用いる。言い換える
と、リーフＴＵのｃｂｆがすべてゼロである場合、最後のＴＵのｃｂｆは1でなければな
らない。
【００１５】
　別の具体例において、インターＣＵの残余フラグ推論方法は、統一されたシグナリング
方法にも適用される。よって、残余フラグが本物で、彩度ＴＵのｃｂｆがすべて0である
時、上ルートＴＵがさらに分割されるかどうかにかかわらず、上ルートルマＴＵのｃｂｆ
が1であると推定される。さらに、インターＣＵのこの残余フラグ推論方法は、深さ 0に
加え、別のＴＵ深さに適用される。言い換えると、ＴＵがさらに分割され、彩度ｃｂｆが
すべてゼロである時、ルマＴＵのｃｂｆが1であると推定される。図５に示されるように
、残余フラグが1である時、彩度 (U 520 と V 530) ルートＴＵのｃｂｆがすべて0である
時、ルマルートＴＵ 510のｃｂｆが1になると推定される。
【００１６】
　さらに、ルマｃｂｆの文脈形成も、彩度ｃｂｆと統一されて、ＣＡＢＡＣ (context-ba
sed adaptive binary arithmetic coding)に基づいたｃｂｆ符号化の文脈形成は、ルマと
彩度コンポーネント両方のＴＵ深さに基づく。ｃｂｆフラグのエントロピー符号化の複雑
性を減少させるため、コンテキストの数量が減少される。さらに、バイパス符号化モード
がＣＡＢＡＣ-ベースｃｂｆ符号化に用いられる。
【００１７】
　別の具体例において、ルートｃｂｆは、最大ＴＵのサイズにかかわらず、常に、ＣＵレ
ベルで信号伝達される。よって、各ＣＵ中、常に、ルートｃｂｆがある。図６Ａと図６Ｂ
は、彩度ＣＵサイズが３２×３２、および、最大ＴＵサイズが１６×１６である時のｃｂ
ｆ符号化プロセスを示す図である。図６Ａにおいて、彩度ＣＵは３２×３２ブロックに対
応し、３２×３２ブロックは、最大彩度ＴＵサイズ (すなわち、１６×１６)より大きい
。ＣＵに関連する全彩度ＴＵは、0で示されるように、ノンゼロ係数がないので、彩度Ｃ
Ｕのルートｃｂｆは 0である。本発明の具体例によると、各ＣＵ中のルートｃｂｆが、常
に信号伝達されるので、0 がＣＵに信号伝達され、追加のｃｂｆシグナリングの必要がな
い。図６Ｂは別の具体例を説明し、左下ＴＵは少なくともひとつのノンゼロ係数を含む。
この場合は、a 1 がルート彩度ＣＵに信号伝達され、追加ｃｂｆビット “0 0 1 0”が信
号伝達されて、どのＴＵがノンゼロ係数を含むかを示す。ルマと彩度コンポーネントの最
大ＴＵサイズは、ＨＭ-５．０に基づいた符号化システムとして知られている。最大ＴＵ
サイズの情報は、ビットストリーム、たとえば、ビットストリームの配列レベル (たとえ
ば、ＳＰＳ)でも信号伝達される。
【００１８】
　さらに別の具体例において、ルマｃｂｆ符号化方法を彩度ｃｂｆに拡張することにより
、ルマと彩度ｃｂｆシグナリング方法が統一される。その結果、ルマと彩度ｃｂｆは共に
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、リーフＴＵにだけ信号伝達される。 
【００１９】
　上述のｃｂｆシグナリング方法は、ビデオエンコーダーとビデオデコーダに用いられる
。図７は、本発明の具体例を具体化するエンコーダーのフローチャートである。ステップ
７１０において、現在のＣＵの残りが決定され、現在のＣＵサイズは最大ＴＵサイズより
大きい。ステップ７２０において、現在のＣＵ (深さ＝０)が少なくともひとつのノンゼ
ロ変換係数を有するかどうかを示すカラーコンポーネントの第一ｃｂｆが決定される。ス
テップ７３０に示されるように、第一ｃｂｆの結果によると、異なる加工経路が得られる
。ステップ７４０において、カラーコンポーネントの現在のＣＵが、少なくともひとつの
ノンゼロ変換係数を有する場合、それぞれ、現在のＣＵ中のカラーコンポーネントの４個
のサブブロック (深さ =１)のひとつが、少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有する
かどうかを示すカラーコンポーネントの４個の第二ｃｂｆが決定される。この場合は、ス
テップ７５０に示されるように、第一ｃｂｆと４個の第二ｃｂｆ両方が、ビデオビットス
トリームに組み込まれる。現在のＣＵがノンゼロ変換係数を有さない場合、ステップ７６
０に示されるように、第一ｃｂｆだけが、ビデオビットストリームに組み込まれる。ビデ
オビットストリーム中、ｃｂｆを組み込むことによるｃｂｆシグナリングは、デコーダが
、残りの四分木構造をリカバリーし、復号プロセスを実行することができるようにする。
ある具体例において、カラーコンポーネントのサブブロックの少なくともひとつが少なく
ともひとつのノンゼロ変換係数を有し、サブブロックがカラーコンポーネントの最小ＴＵ
サイズに達しない場合、ノンゼロ変換係数を有するサブブロックは、さらに、４個のリー
フブロック (深さ =２)に分割される。　それぞれ、カラーコンポーネントの４個のリー
フブロックのひとつが、少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかどうかを示すカ
ラーコンポーネントの４個の第三ｃｂｆは、ノンゼロ変換係数を有する各サブブロックに
決定される。カラーコンポーネントの４個の第三ｃｂｆもビデオビットストリームに組み
込まれる。現在のＣＵ中、サブブロックとリーフブロックは、ルートＴＵとリーフＴＵで
ある。カラーコンポーネントは、ルマ、または、彩度コンポーネントである。
【００２０】
　図８は、本発明の具体例を具体化するデコーダのフローチャートである。ステップ８１
０に示されるように、ビデオビットストリームは、媒体、または、プロセッサから受信さ
れる。ビデオビットストリームは、媒体、たとえば、ストレージ媒体(ハードドライブ、
光ディスク、または、フラッシュカード)、または、コンピュータメモリ (RAM、PROM、DR
AM、または、フラッシュメモリ)に保存される。また、ビデオビットストリームは、プロ
セッサにより受信、および／または処理される。たとえば、ブロードキャスト環境におい
て、チャネルレシーバは変調された信号を受信して、復調、および、逆多重化し、所望の
ビットストリームをリカバーする。この場合は、ビデオビットストリームはプロセッサ (
すなわち、チャネルレシーバ)から受信される。ステップ８３０において、カラーコンポ
ーネントの現在のＣＵ (深さ＝０)が少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかど
うかを示すカラーコンポーネントの第一ｃｂｆ が復号される。ステップ８４０において
、復号結果にしたがって、異なる復号経路が得られる。ステップ８５０において、カラー
コンポーネントの第一ｃｂｆがゼロでない場合、それぞれ、現在のＣＵ中のカラーコンポ
ーネントの４個のサブブロック (深さ = １)のひとつが、少なくともひとつのノンゼロ変
換係数を有するかどうかを示すカラーコンポーネントの４個の第二ｃｂｆが復号される。
ステップ８６０に示されるように、カラーコンポーネントの現在のＣＵの残りの四分木構
造が、第一ｃｂｆと４個の第二ｃｂｆに基づいて決定される。カラーコンポーネントの４
個の第一ｃｂｆがゼロである場合、ステップ８７０に示されるように、カラーコンポーネ
ントの現在のＣＵの残りの四分木構造は、第一ｃｂｆだけに基づいて決定される。ある具
体例において、深さ = １のカラーコンポーネントのサブブロックのひとつが少なくとも
ひとつのノンゼロ変換係数を有し、および、サブブロックがカラーコンポーネントの最小
ＴＵサイズより大きい場合、カラーコンポーネントの４個の第三ｃｂｆも復号される。各
カラーコンポーネントの４個の第三ｃｂｆは、カラーコンポーネントの４個のリーフブロ
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ックのひとつが少なくともひとつのノンゼロ変換係数を有するかどうかを示す。現在のＣ
Ｕ中、サブブロックとリーフブロックは、ルートＴＵとリーフＴＵである。カラーコンポ
ーネントは、彩度、または、ルマコンポーネントである。
【００２１】
　図９は、本発明の別の具体例を具体化するエンコーダーのフローチャートである。ステ
ップ９１０において、ＴＵが、媒体、または、プロセッサから受信される。ステップ９２
０に示されるように、ＴＵに関連するＲＱＴ (残りの四分木)が決定される。ステップ９
３０において、ＴＵのＲＱＴに対応するひとつ以上のｃｂｆが決定され、ｃｂｆのシグナ
リングはルマコンポーネントと彩度コンポーネントに共通する。
【００２２】
　図１０は、本発明の別の具体例を具体化するデコーダのフローチャートである。ステッ
プ１０１０において、ビデオビットストリームは、媒体、または、プロセッサから受信さ
れる。ステップ１０２０において、ＴＵに関連するｃｂｆがデコードされ、ｃｂｆが、ビ
デオビットストリームからリカバーされる。ステップ１０３０に示されるように、ＴＵの
残りの四分木構造がｃｂｆに基づいて決定され、ｃｂｆのシグナリングはルマコンポーネ
ントと彩度コンポーネントに共通する。
【００２３】
　上に示されるフローチャートは、本発明の具体例を組み込んだビデオエンコーダーとデ
コーダのｃｂｆシグナリングの例を説明することを目的としている。当業者は、本発明の
精神を脱することなく、本発明のステップを修正し、ステップを再整理し、ステップを分
割し、または、ステップを結合して、本発明を実行することができる。
【００２４】
　上記の説明は、特定の用途およびその要件の文脈において提供されるような本発明を当
業者が実施できるようにするために示される。記述された実施形態に対する様々な修正は
、当業者に明らかであろうし、本明細書に定義される一般的な原理は他の実施形態に適用
することができる。したがって、本発明は、図示し説明した特定の実施の形態に限定され
るものではなく、ここに開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が与え
られるべきである。上記の詳細な説明において、種々の具体的な詳細が本発明の完全な理
解を提供するために示されている。それにもかかわらず、本発明が実施できることは当業
者には理解されるであろう。
【００２５】
　上述の本発明の具体例は、各種ハードウェア、ソフトウェアコード、または、それらの
組み合わせで実施される。たとえば、本発明の具体例は、画像圧縮チップに整合される回
路、または、画像圧縮ソフトウェアに整合されるプログラムコードであり、処理を実行す
る。本発明の具体例は、デジタルシグナルプロセッサ (ＤＳＰ)で実行され、上述の処理
を実行するプログラムコードである。本発明は、コンピュータプロセッサ、デジタル信号
プロセッサ、マイクロプロセッサ、または、フィールドプログラマブルゲートアレイ (Ｆ
ＰＧＡ)により実行される多数の機能を含む。本発明により具体化される特定の方法を定
義する機械可読ソフトウェアコード、または、ファームコードを実行することにより、本
発明にしたがって、これらのプロセッサが設置されて、特定のタスクを実行する。ソフト
ウェアコード、または、ファームコードは、異なるプログラミング言語と異なるフォーマ
ットやスタイルで展開される。ソフトウェアコードが、異なるターゲットプラットフォー
ムにコンパイルされる。しかし、本発明によると、ソフトウェアコードの異なるコードフ
ォーマット、スタイルと言語、および、コードを設定してタスクを実行する別の手段は、
本発明の精神と領域を脱しない。
【００２６】
　本発明は、その精神または本質的な特徴から逸脱することなく他の特定の形態で実施す
ることができる。記載された実施例は、すべての点で単なる例示であり限定的ではないも
のとして考えられる。本発明の範囲は、そのため前述の説明によってではなく、添付の特
許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての
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変更は、その範囲内に包含されるべきである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】 【図８】
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【図９】
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